
○蒲郡市不妊治療費の助成に関する規則 

平成１９年９月２８日 

規則第４４号 

改正 平成２４年３月２１日規則第１６号 

平成２７年１２月２４日規則第６５号 

平成２８年３月３１日規則第７０号 

（目的） 

第１条 この規則は、不妊に悩む夫婦に対し、不妊治療に要する費用の一部を助成

することにより、その経済的負担の軽減とともに、少子化対策の充実を図ること

を目的とする。 

（定義） 

第２条 この規則において不妊治療とは、第３条第１項第２号に規定する医療機関

（以下「医療機関」という。）において行われる不妊治療（不妊治療の一貫とし

て行われる不妊検査を含む。）をいう。ただし、体外受精、顕微授精及び夫婦以

外の第三者からの卵子又は胚の提供による人工授精を除く。 

２ この規則において医療保険各法とは、次に掲げる法律をいう。 

（１） 健康保険法（大正１１年法律第７０号） 

（２） 船員保険法（昭和１４年法律第７３号） 

（３） 国民健康保険法（昭和３３年法律第１９２号） 

（４） 国家公務員共済組合法（昭和３３年法律第１２８号） 

（５） 地方公務員等共済組合法（昭和３７年法律第１５２号） 

（６） 私立学校教職員共済法（昭和２８年法律第２４５号） 

３ この規則において本人負担額とは、医療の提供を受ける者が不妊治療のため提

供される医療に関し負担すべき額をいう。ただし、次の各号に掲げるものを除く。 

（１） 保険者等（医療保険各法の規定による医療に関する給付を行う保険者、

共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団をいう。以下同じ。）から不妊治

療に関する給付を受ける者について、次に掲げる額 

ア 当該不妊治療に対し保険者等から医療保険各法に基づき給付される額 



イ 当該不妊治療に対し保険者等から任意に給付される額 

（２） 医療保険各法の規定による入院時食事療養費に係る療養を受ける者につ

いて、当該入院時食事療養費の給付に関するこれらの法律に規定する標準負担

額 

（３） 文書手数料、個室使用料等不妊治療に直接関係のない額 

（４） 他の法令に基づく不妊治療に関する給付を受ける者について、当該不妊

治療に対し給付される額 

（助成対象者） 

第３条 この規則により、不妊治療に要する費用の助成を受けることができる者（以

下「助成対象者」という。）は、第５条の規定により助成の申請をする日（以下

「申請日」という。）において、次の各号のいずれにも該当するものとする。 

（１） 戸籍法（昭和２２年法律第２２４号）第７４条の規定による婚姻の届出

をした夫婦（住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）第５条の規定により

住民基本台帳に記録されたものを含む。以下同じ。）であること。 

（２） 医療法施行令（昭和２３年政令第３２６号）で定める産科、婦人科、産

婦人科、泌尿器科又は皮膚泌尿器科を診療科目として標榜する医療機関におい

て不妊症と診断され、その治療を受けた者であること。 

（３） 夫婦のいずれか一方又は両方が本市の区域内に住所を有するものである

こと。 

（４） 医療保険各法による被保険者、組合員、加入者又は被扶養者であること。

ただし、生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）による保護を受けている者

はこの限りでない。 

２ 前項の規定にかかわらず、夫婦の前年の所得（児童手当法施行令（昭和４６年

政令第２８１号）第２条に規定する所得について、同令第３条に規定する方法に

より算出した額をいう。以下同じ。）の合計額（１月から５月までの申請につい

ては前々年の所得の合計額をいう。）が７３０万円を超える者は、助成対象者と

しない。 

（助成額） 



第４条 助成額は、１組の夫婦に対して１の年度ごとに、本人負担額として支払っ

た金額に２分の１を乗じて得た額（その金額が５万円を超えるときは、５万円と

する。）とし、愛知県内の他の市町村から転入し、転入前の市町村においてこの

規則で定める不妊治療費の助成と同様の助成を受けていた場合は、その額をこれ

に含むものとする。 

２ 前項に規定する助成額に１，０００円未満の端数があるときは、これを切り捨

てるものとする。 

（助成の申請） 

第５条 助成を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、１の年度ごとに

蒲郡市不妊治療費助成金交付申請書（第１号様式。以下「申請書」という。）に

次に掲げる書類を添えて当該年度の３月３１日までに市長に提出しなければなら

ない。 

（１） 蒲郡市不妊治療費助成事業受診等証明書（第２号様式） 

（２） 申請しようとする治療に係る領収書 

（３） 第３条第１項第１号に規定する夫婦であることを証明する書類 

（４） 住所地を証明する書類 

（５） 夫婦の所得額を証明する書類 

２ 市長は、この規則により申請書に添えて提出する前項第３号から第５号までの

書類により証明すべき事実を夫婦の同意を得て公簿等により確認することができ

るときは、当該書類を省略することができる。 

（助成の決定等） 

第６条 市長は、前条に規定する申請書を受理したときは、速やかにその内容を審

査し、助成の承認をしたときは、蒲郡市不妊治療費助成金交付承認決定通知書（第

３号様式）により申請者に通知し、助成金を交付するものとする。 

２ 市長は、助成金を交付することが適当でないと認めたときは、蒲郡市不妊治療

費助成金交付不承認決定通知書（第４号様式）にその理由を付して申請者に通知

しなければならない。 

（交付決定の取消し） 



第７条 市長は、助成金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると

きは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

（１） 偽りその他不正の手段により助成金の交付の決定を受けたとき。 

（２） 保険者等から給付される額の確定が申請日の属する年度の翌年度になっ

た場合において、交付した助成金に過払いが生じたとき。 

（３） この規則に違反したとき。 

（助成金の返還） 

第８条 市長は、前条の規定により交付決定を取り消す場合において、既に助成金

が支払われているときは、助成金の全部又は一部を返還させることができる。 

２ 前項の規定により助成金の返還の請求を受けた者は、当該請求の日から起算し

て３０日以内に助成金の返還をしなければならない。 

（台帳の整備） 

第９条 市長は、助成の状況を明確にするために、蒲郡市不妊治療費助成事業台帳

（第５号様式）を作成し、適正に管理するものとする。 

（相談窓口の設置） 

第１０条 この規則に基づく不妊治療費の助成に関する相談又は不妊治療に関する

健康不安等の相談に対応するため、市民福祉部健康推進課に不妊治療相談窓口を

設置する。 

（雑則） 

第１１条 この規則に定めるもののほか、不妊治療費の助成について必要な事項は、

市長が別に定める。 

附 則 

この規則は、平成１９年１０月１日から施行し、同年７月１日以後に受ける不妊

治療に要する費用に係る助成について適用する。 

附 則（平成２４年規則第１６号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成２４年７月９日から施行する。ただし、第２号様式の改正規

定は、同年４月１日から施行する。 



（経過措置） 

２ この規則の施行の際、改正前の蒲郡市不妊治療費の助成に関する規則の規定に

よる第２号様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用す

ることができる。 

附 則（平成２７年規則第６５号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成２８年１月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際、改正前の蒲郡市不妊治療費の助成に関する規則の規定に

よる第１号様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用す

ることができる。 

附 則（平成２８年規則第７０号） 

この規則は、平成２８年４月１日から施行する。 



 



 



 



 



 



 



第１号様式（第５条関係） 

第２号様式（第５条関係） 

第３号様式（第６条関係） 

第４号様式（第６条関係） 

第５号様式（第９条関係） 

 


